
入所基準

１．基本指数

月 火 水 木 金
17:30超～18:30 5 5 5 5 5
16:30超～17:30 4 4 4 4 4
15:30超～16:30 3 3 3 3 3
14:30超～15:30 2 2 2 2 2
13:30～14:30 1 1 1 1 1

17:30超～18:30 4 4 4 4 4
16:30超～17:30 3 3 3 3 3
15:30超～16:30 2 2 2 2 2
14:30超～15:30 1 1 1 1 1
13:30～14:30 0 0 0 0 0

17:30超～18:30 5 5 5 5 5
16:30超～17:30 4 4 4 4 4
15:30超～16:30 3 3 3 3 3
14:30超～15:30 2 2 2 2 2
13:30～14:30 1 1 1 1 1

17:30超～18:30 5 5 5 5 5
16:30超～17:30 4 4 4 4 4
15:30超～16:30 3 3 3 3 3
14:30超～15:30 2 2 2 2 2
13:30～14:30 1 1 1 1 1

⑥市長が特別に認めた場合
※①～③については月～金の合算を指数とする
※①については上記以外（夜勤等）は０点とする
※１８歳以上６５歳未満の保護者の基本指数のうち一番点数が低いものを対象児童の基本指数とする

２．調整指数
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※保育所・認定こども園等とは、特定教育・保育施設（市内外）、企業主導型（市内）、放課後児童育成事業施設（市内外）を指す

３．同順位内における優先順位
①市長が特別に認めた場合 ⑫同時に入所する新１年生がいる
②低学年 ⑬同時に入所する２年生がいる
③一人保護者（同居親族なし） ⑭就学前の者及び中学生以上18歳未満を除き放課後自宅で一人になる
④一人保護者（同居親族あり） ⑮保護者の月の勤務時間がより長い(勤務時間がより短い勤務証明書で調整する）
⑤基本指数　出産、病気等 ⑯保護者の勤務終了時刻がより遅い(勤務時間がより短い勤務証明書で調整する）
⑥基本指数　就労、就学、農業　　外勤５日以上
⑦基本指数　就労、就学、農業　　外勤４日
⑧基本指数　就労、就学、農業　　外勤３日
⑨基本指数　就労　　内勤週５日以上
⑩基本指数　就労　　内勤４日
⑪基本指数　就労　　内勤３日

令和8年度入所用

区分 就労・就学終了時間
指数

①就労

居宅外 外勤（自営外勤含む）

居宅内 自営内勤

②就学又は職業訓練

③農業

④出産 15

⑤病気等

病気
入院 25

居宅内 25

50

障がい
身体障害者手帳１、２級又は療育手帳A、B1 25
身体障害者手帳３、４級又は療育手帳B2 15
身体障害者手帳５、６級 9

介護・看護
居宅外での介護及び看護を常態とする場合 20
居宅内での介護及び看護を常態とする場合 12

学年

１年
２年
３年
４年
５年
６年

家庭の状況

　　　　 ひとり親家庭
（長期単身赴任も含む。た
だし勤務証明書にて証明
できる場合に限る。）

子どもの状況 入所児童が障がいを有する
就労状況 保育所・認定こども園等に勤務

基本指数 調整指数 合計

（ ） ＋ （ ） ＝ （ ）


